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■ 主旨

 2020 年 3 月 31 日、法務省は、「会社計算規則の一部を改正する省令」（以下、「本省令」とする）を公表しました。

 本省令は、2019 年 7 月に企業会計基準委員会（以下、「ASBJ」とする）が、企業会計基準第 30 号「時価の算定

に関する会計基準」等を公表したことを受け、会社計算規則において「金融商品の時価の適切な区分ごとの内

訳等に関する事項」（金融商品の時価のレベル別開示）を導入しています。

 ただし、有価証券報告書の提出義務がある大会社（上場会社等）以外の株式会社は、当該開示の省略が認め

られています。

 本省令は、2021 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度に係る計算書類および連結計算書類から適用されます。

早期適用も認められます。

 本省令の公開草案に関する意見募集の結果については、e-Gov のウェブサイトをご覧ください。

 本省令は、官報で閲覧可能です。なお、リンク先のインターネット版官報でも一定期間閲覧可能です。

経緯 

ASBJ は、2019 年 7 月 4 日、主に金融商品の時価に関するガイダンスおよび開示に関して、国際的な会計基準との

整合性を図る取り組みについて検討を重ねた結果として、企業会計基準第 30 号「時価の算定に関する会計基準」

等を公表しました。 

本省令は、「時価の算定に関する会計基準」等の公表を受け、会社計算規則を改正しています。 

（参考） 

企業会計基準第 30 号「時価の算定に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に

関する会計基準の適用指針」等の公表（ASBJ）（日本基準のトピックス第 378 号） 

概要 

本省令による、会社計算規則の改正の概要は、以下の通りです。公開草案からの変更はありません。 

 会社法計算書類の金融商品に関する注記（会社計算規則第 109 条）に、「金融商品の時価の適切な区分ごと

の内訳等に関する事項」（金融商品の時価のレベル別開示）（会社計算規則第 109 条第 1 項第 3 号）を追加す

る。(*1)

 ただし、有価証券報告書の提出義務がある大会社（上場会社等）(*2)以外の株式会社は、当該開示の省略が

認められる（会社計算規則第 109 条第 1 項ただし書き）。
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日本基準トピックス
時価算定会計基準等の公表に伴う「会社計算規

則の一部を改正する省令」の公表 （法務省）

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080207&Mode=2
https://kanpou.npb.go.jp/20200331/20200331t00038/20200331t000380077f.html
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(*1) 本省令の公開草案に対する意見募集の結果（寄せられたコメントへの対応）では、次の考え方が示されている。 

「本省令案においては、有価証券報告書に加え、会社法上の計算書類においても当該事項の注記が求められ

ることによる実務上の負担等も考慮し、各株式会社の実情に応じて必要な限度での開示を可能とするため、

「金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項」について、現行の第 109条第 1項第 1号及び第 2

号と同様に、金融商品の時価等の開示に関する適用指針における定めとは異なり、概括的に定めることとして

いる。 

 したがって、金融商品の時価等の開示に関する適用指針において「金融商品の時価のレベルごとの内訳等

に関する事項」として注記を求められる事項であったとしても、各株式会社の実情を踏まえ、計算書類において

は当該事項の注記を要しないと合理的に判断される場合には、計算書類において当該事項について注記しな

いことも許容される。」 

(*2) 会社法第 444 条第 3 項に規定する株式会社（事業年度の末日において大会社であって金融商品取引法第 24

条第 1 項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの）。上場会社の他、一定

の有価証券の発行者が含まれる。 

なお、これらの株式会社においては連結計算書類の作成が要求されている（会社法第 444 条第 3 項）。また、

金融商品に関する注記を連結注記表に記載する場合、個別注記表における注記を要しない（会社計算規則第

109 条第 2 項）。 

 

適用時期 

本省令は、2021 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度に係る計算書類および連結計算書類から適用されます。ただ

し、2020 年 3 月 31 日以後に終了する事業年度に係る計算書類および連結計算書類からの早期適用も認められま

す。 

PwCあらた有限責任監査法人 
〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目1番1号 大手町パークビルディング 

お問い合わせ: https://forms.jp.pwc.com/public/application/add/154 
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